
宅
地
建
物
取
引
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
し
た
者
」
の
下
に
「
（
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

当
該
建
物
が
既
存
の
建
物
で
あ
る
と
き
は
、
依
頼
者
に
対
す
る
建
物
状
況
調
査
（
建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
又

は
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
二
に
お
い
て

「
建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
」
と
い
う
。
）
の
状
況
の
調
査
で
あ
つ
て
、
経
年
変
化
そ
の
他
の
建
物
に
生
じ
る

事
象
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
が
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
五

条
第
一
項
第
六
号
の
二
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
者
の
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
事
項

第
三
十
四
条
の
二
第
九
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
宅
地
建
物

取
引
業
者
は
」
の
下
に
「
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。
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８

媒
介
契
約
を
締
結
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
媒
介
契
約
の
目
的
物
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の

申
込
み
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
依
頼
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
二

当
該
建
物
が
既
存
の
建
物
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

建
物
状
況
調
査
（
実
施
後
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
る

か
ど
う
か
、
及
び
こ
れ
を
実
施
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
結
果
の
概
要

ロ

設
計
図
書
、
点
検
記
録
そ
の
他
の
建
物
の
建
築
及
び
維
持
保
全
の
状
況
に
関
す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

も
の
の
保
存
の
状
況

第
三
十
五
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
以
下
」
を
「
第
六
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
」
に
、
「
第
六
十
四
条
の
三

第
二
項
」
を
「
同
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
が
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、

前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方

第
一
項

宅
地
建
物
取
引
士
を
し
て
、
少
な
く
と

少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項

等

も
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ

ら
の
事
項

交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば

交
付
し
な
け
れ
ば

第
二
項
に
規
定
す
る
宅
地
又
は

第
二
項

宅
地
建
物
取
引
士
を
し
て
、
前
項
各
号

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ

建
物
の
割
賦
販
売
の
相
手
方

に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項

事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
項

交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば

交
付
し
な
け
れ
ば

７

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
べ
き

書
面
を
作
成
し
た
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
士
を
し
て
、
当
該
書
面
に
記
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
の
二
中
「
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
」
の
下
に
「
（
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

」
を
加
え
、
「
同
条
同
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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二
の
二

当
該
建
物
が
既
存
の
建
物
で
あ
る
と
き
は
、
建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
の
状
況
に
つ
い
て
当
事
者
の
双

方
が
確
認
し
た
事
項

第
四
十
七
条
第
一
号
中
「
賃
借
」
を
「
貸
借
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
手
付
け
」
を
「
手
付
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
三
項
中
「
、
住
所
」
を
削
る
。

第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
」
の
下
に

「
（
以
下
「
宅
地
建
物
取
引
士
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
含
む
」
を
「
含
み
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
に

該
当
す
る
者
を
除
く
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

社
員
で
あ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
受
領
し
た
支
払
金
又
は
預
り
金
の

返
還
債
務
そ
の
他
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
す
る
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
返
還
債
務
そ
の
他
宅
地

建
物
取
引
業
に
関
す
る
債
務
を
連
帯
し
て
保
証
す
る
業
務
（
第
六
十
四
条
の
十
七
に
お
い
て
「
一
般
保
証
業
務
」
と
い
う

。
）

二

手
付
金
等
保
管
事
業
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三

全
国
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
社
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人
に
よ
る
宅
地
建
物
取
引
士
等
に
対
す
る

研
修
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
助
成

第
六
十
四
条
の
八
第
一
項
中
「
含
む
」
を
「
含
み
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
」
に
、
「
す
で
に
」
を
「

既
に
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
三
を
第
七
十
五
条
の
四
と
し
、
第
七
十
五
条
の
二
を
第
七
十
五
条
の
三
と
し
、
第
七
十
五
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
を
社
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人
に
よ
る
体
系
的
な
研
修
の
実
施
）

第
七
十
五
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
社
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人
は
、
宅
地
建
物
取
引
士
等
が
そ
の

職
務
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
効
果
的
か
つ
効
率
的
に
習
得
で
き
る
よ
う
、
法
令
、
金
融
そ
の
他
の
多
様
な
分
野
に

係
る
体
系
的
な
研
修
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
三
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
七
十
五
条
の
二
」
を
「
第
七
十
五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

別
表
中
「
取
引
主
任
者
」
を
「
宅
地
建
物
取
引
士
」
に
改
め
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第

三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
す
る
取
引
が
さ
れ
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
係
る
営
業
保
証
金
の
還
付
及
び
弁
済
業
務
保
証
金
の
還
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
後
の
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
六
十
四
条
の
八
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
法
第
三
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
媒
介
の
契
約

（
以
下
「
媒
介
契
約
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

施
行
日
前
に
締
結
さ
れ
た
媒
介
契
約
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三
十
四
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
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の
例
に
よ
る
。

４

施
行
日
前
に
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
す
る
取
引
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
係
る
弁
済
に

つ
い
て
は
、
新
法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
締
結

さ
れ
た
媒
介
契
約
に
係
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２

一
部
施
行
日
前
に
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
契
約
が
締
結
さ
れ
又
は
成
立
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
契
約
に
係

る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）
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第
六
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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○

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
営
業
保
証
金
の
還
付
）

（
営
業
保
証
金
の
還
付
）

第
二
十
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
者
と
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取
引
を
し
た
者
（
宅

第
二
十
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
者
と
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取
引
を
し
た
者
は
、

地
建
物
取
引
業
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権

そ
の
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
関
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
供
託
し
た
営
業
保

に
関
し
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
供
託
し
た
営
業
保
証
金
に
つ
い
て
、
そ
の
債
権
の

証
金
に
つ
い
て
、
そ
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
媒
介
契
約
）

（
媒
介
契
約
）

第
三
十
四
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
媒

第
三
十
四
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
媒

介
の
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
媒
介
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
と
き

介
の
契
約
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
媒
介
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
し
て
記
名
押
印
し
、

は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
し
て
記
名
押
印
し
、

依
頼
者
に
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

依
頼
者
に
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

当
該
建
物
が
既
存
の
建
物
で
あ
る
と
き
は
、
依
頼
者
に
対
す
る
建
物
状
況
調
査

（
新
設
）

（
建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
又
は
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
と
し
て

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
（
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
二
に
お
い
て
「

建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
等
」
と
い
う
。
）
の
状
況
の
調
査
で
あ
つ
て
、
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経
年
変
化
そ
の
他
の
建
物
に
生
じ
る
事
象
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
者

と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
が
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
五
条
第

一
項
第
六
号
の
二
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
実
施
す
る
者
の
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る

事
項

五
～
八

（
略
）

四
～
七

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

媒
介
契
約
を
締
結
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
当
該
媒
介
契
約
の
目
的
物
で
あ

（
新
設
）

る
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
の
申
込
み
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
を
依
頼
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

専
任
媒
介
契
約
を
締
結
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ

８

専
任
媒
介
契
約
を
締
結
し
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
依
頼
者
に
対
し
、
当
該
専

か
、
依
頼
者
に
対
し
、
当
該
専
任
媒
介
契
約
に
係
る
業
務
の
処
理
状
況
を
二
週
間
に

任
媒
介
契
約
に
係
る
業
務
の
処
理
状
況
を
二
週
間
に
一
回
以
上
（
依
頼
者
が
当
該
宅

一
回
以
上
（
依
頼
者
が
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
探
索
し
た
相
手
方
以
外
の
者
と

地
建
物
取
引
業
者
が
探
索
し
た
相
手
方
以
外
の
者
と
売
買
又
は
交
換
の
契
約
を
締
結

売
買
又
は
交
換
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
特
約
を
含
む
専
任
媒
介

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
特
約
を
含
む
専
任
媒
介
契
約
に
あ
つ
て
は
、
一
週
間
に

契
約
に
あ
つ
て
は
、
一
週
間
に
一
回
以
上
）
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
回
以
上
）
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
前
二
項
の
規
定
に
反
す
る
特
約
は
、
無
効
と
す
る

９

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
に
反
す
る
特
約
は
、
無
効
と
す
る
。

10
。（

重
要
事
項
の
説
明
等
）

（
重
要
事
項
の
説
明
等
）

第
三
十
五
条

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
若
し
く
は
建
物
の
売
買
、
交
換
若
し
く

第
三
十
五
条

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
若
し
く
は
建
物
の
売
買
、
交
換
若
し
く

は
貸
借
の
相
手
方
若
し
く
は
代
理
を
依
頼
し
た
者
又
は
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
行
う

は
貸
借
の
相
手
方
若
し
く
は
代
理
を
依
頼
し
た
者
又
は
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
行
う

媒
介
に
係
る
売
買
、
交
換
若
し
く
は
貸
借
の
各
当
事
者
（
以
下
「
宅
地
建
物
取
引
業

媒
介
に
係
る
売
買
、
交
換
若
し
く
は
貸
借
の
各
当
事
者
（
以
下
「
宅
地
建
物
取
引
業

者
の
相
手
方
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
取
得
し
、
又
は
借
り
よ
う
と

者
の
相
手
方
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
取
得
し
、
又
は
借
り
よ
う
と

し
て
い
る
宅
地
又
は
建
物
に
関
し
、
そ
の
売
買
、
交
換
又
は
貸
借
の
契
約
が
成
立
す

し
て
い
る
宅
地
又
は
建
物
に
関
し
、
そ
の
売
買
、
交
換
又
は
貸
借
の
契
約
が
成
立
す

- 10 -



る
ま
で
の
間
に
、
宅
地
建
物
取
引
士
を
し
て
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

る
ま
で
の
間
に
、
宅
地
建
物
取
引
士
を
し
て
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ

い
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
第
五
号
に
お
い
て
図
面
を
必
要
と
す
る

い
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
第
五
号
に
お
い
て
図
面
を
必
要
と
す
る

と
き
は
、
図
面
）
を
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
は
、
図
面
）
を
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

六
の
二

当
該
建
物
が
既
存
の
建
物
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

イ

建
物
状
況
調
査
（
実
施
後
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の
に
限
る
。
）
を
実
施
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
及
び
こ
れ
を
実
施
し
て
い

る
場
合
に
お
け
る
そ
の
結
果
の
概
要

ロ

設
計
図
書
、
点
検
記
録
そ
の
他
の
建
物
の
建
築
及
び
維
持
保
全
の
状
況
に
関

す
る
書
類
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
保
存
の
状
況

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

十
一

支
払
金
又
は
預
り
金
（
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
か
ら
そ
の
取
引
の

十
一

支
払
金
又
は
預
り
金
（
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
か
ら
そ
の
取
引
の

対
象
と
な
る
宅
地
又
は
建
物
に
関
し
受
領
す
る
代
金
、
交
換
差
金
、
借
賃
そ
の
他

対
象
と
な
る
宅
地
又
は
建
物
に
関
し
受
領
す
る
代
金
、
交
換
差
金
、
借
賃
そ
の
他

の
金
銭
（
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保

の
金
銭
（
第
四
十
一
条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保

全
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
手
付
金
等
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令

全
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
手
付
金
等
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
国
土
交
通
省
令

・
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
六
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
お
い

・
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
領
し
よ
う
と
す
る
場

て
同
じ
。
）
を
受
領
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
保
証

合
に
お
い
て
、
第
六
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
の
措
置
そ
の
他
国

の
措
置
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
保
全
措
置
を
講
ず
る
か
ど

土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
保
全
措
置
を
講
ず
る
か
ど
う
か
、
及
び
そ
の

う
か
、
及
び
そ
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
措
置
の
概
要

措
置
を
講
ず
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
措
置
の
概
要

十
二
～
十
四

（
略
）

十
二
～
十
四

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
が
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

（
新
設
）

、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
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第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
前
二

項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

宅
地
建
物
取
引
業

第
一
項

宅
地
建
物
取
引
士
を
し

少
な
く
と
も
次
に
掲

者
の
相
手
方
等

て
、
少
な
く
と
も
次
に

げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

、
こ
れ
ら
の
事
項

交
付
し
て
説
明
を
さ
せ

交
付
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば

第
二
項
に
規
定
す

第
二
項

宅
地
建
物
取
引
士
を
し

前
項
各
号
に
掲
げ
る

る
宅
地
又
は
建
物

て
、
前
項
各
号
に
掲
げ

事
項
の
ほ
か
、
次
に

の
割
賦
販
売
の
相

る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
項

手
方

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

、
こ
れ
ら
の
事
項

交
付
し
て
説
明
を
さ
せ

交
付
し
な
け
れ
ば

な
け
れ
ば

７

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
一
項
又

（
新
設
）

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
べ
き
書
面
を
作
成
し
た
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引

士
を
し
て
、
当
該
書
面
に
記
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
供
託
所
等
に
関
す
る
説
明
）

（
供
託
所
等
に
関
す
る
説
明
）

第
三
十
五
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
（
宅

第
三
十
五
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
相
手
方
等
に
対
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地
建
物
取
引
業
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
当
該
売
買
、
交
換
又
は

し
て
、
当
該
売
買
、
交
換
又
は
貸
借
の
契
約
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
宅
地

貸
借
の
契
約
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
第
六
十
四
条

建
物
取
引
業
者
が
第
六
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
一
般
社

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
一
般
社
団
法
人
の
社
員
で
な
い
と
き
は

団
法
人
の
社
員
で
な
い
と
き
は
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
宅
地
建
物

第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
同
項
の
規
定
に
よ

取
引
業
者
が
同
条
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
一
般
社
団
法
人
の
社
員
で
あ

り
指
定
を
受
け
た
一
般
社
団
法
人
の
社
員
で
あ
る
と
き
は
、
第
六
十
四
条
の
八
第
一

る
と
き
は
、
第
六
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る

項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
弁
済
業
務
開
始
日
前
に
お
い
て
は
第

弁
済
業
務
開
始
日
前
に
お
い
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、

一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
弁
済
業
務
開
始
日
以
後
に
お
い

当
該
弁
済
業
務
開
始
日
以
後
に
お
い
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を

て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
書
面
の
交
付
）

（
書
面
の
交
付
）

第
三
十
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
に
関
し
、

第
三
十
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
又
は
交
換
に
関
し
、

自
ら
当
事
者
と
し
て
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
そ
の
相
手
方
に
、
当
事
者
を
代
理
し

自
ら
当
事
者
と
し
て
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
そ
の
相
手
方
に
、
当
事
者
を
代
理
し

て
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
そ
の
相
手
方
及
び
代
理
を
依
頼
し
た
者
に
、
そ
の
媒
介

て
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
そ
の
相
手
方
及
び
代
理
を
依
頼
し
た
者
に
、
そ
の
媒
介

に
よ
り
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
当
該
契
約
の
各
当
事
者
に
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲

に
よ
り
契
約
が
成
立
し
た
と
き
は
当
該
契
約
の
各
当
事
者
に
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

二
の
二

当
該
建
物
が
既
存
の
建
物
で
あ
る
と
き
は
、
建
物
の
構
造
耐
力
上
主
要
な

（
新
設
）

部
分
等
の
状
況
に
つ
い
て
当
事
者
の
双
方
が
確
認
し
た
事
項

三
～
十
二

（
略
）

三
～
十
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
業
務
に
関
す
る
禁
止
事
項
）

（
業
務
に
関
す
る
禁
止
事
項
）

第
四
十
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
、
宅
地
建
物
取
引
業
者

第
四
十
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
、
宅
地
建
物
取
引
業
者

の
相
手
方
等
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

の
相
手
方
等
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

宅
地
若
し
く
は
建
物
の
売
買
、
交
換
若
し
く
は
貸
借
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

一

宅
地
若
し
く
は
建
物
の
売
買
、
交
換
若
し
く
は
賃
借
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
若
し
く
は
解
除
若
し
く

勧
誘
を
す
る
に
際
し
、
又
は
そ
の
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
若
し
く
は
解
除
若
し
く

は
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
す
る
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
の
行
使
を
妨
げ
る
た
め

は
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
す
る
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
の
行
使
を
妨
げ
る
た
め

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
又
は

、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
故
意
に
事
実
を
告
げ
ず
、
又
は

不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為

不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

手
付
に
つ
い
て
貸
付
け
そ
の
他
信
用
の
供
与
を
す
る
こ
と
に
よ
り
契
約
の
締
結

三

手
付
け
に
つ
い
て
貸
付
け
そ
の
他
信
用
の
供
与
を
す
る
こ
と
に
よ
り
契
約
の
締

を
誘
引
す
る
行
為

結
を
誘
引
す
る
行
為

（
証
明
書
の
携
帯
等
）

（
証
明
書
の
携
帯
等
）

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
務

３

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
務

所
ご
と
に
、
従
業
者
名
簿
を
備
え
、
従
業
者
の
氏
名
、
第
一
項
の
証
明
書
の
番
号
そ

所
ご
と
に
、
従
業
者
名
簿
を
備
え
、
従
業
者
の
氏
名
、
住
所
、
第
一
項
の
証
明
書
の

の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

番
号
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
業
務
）

（
業
務
）

第
六
十
四
条
の
三

宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
こ
の
章
に

第
六
十
四
条
の
三

宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
こ
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定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

宅
地
建
物
取
引
士
そ
の
他
宅
地
建
物
取
引
業
の
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し

二

宅
地
建
物
取
引
士
そ
の
他
宅
地
建
物
取
引
業
の
業
務
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し

よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
宅
地
建
物
取
引
士
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
研
修

よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
研
修

三

社
員
と
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取
引
を
し
た
者
（
社
員
と
そ
の
者
が
社
員
と

三

社
員
と
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取
引
を
し
た
者
（
社
員
と
そ
の
者
が
社
員
と

な
る
前
に
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取
引
を
し
た
者
を
含
み
、
宅
地
建
物
取
引
業

な
る
前
に
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取
引
を
し
た
者
を
含
む
。
）
の
有
す
る
そ
の

者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
の
有
す
る
そ
の
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
関
し

取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
関
し
弁
済
を
す
る
業
務
（
以
下
「
弁
済
業
務
」
と
い

弁
済
を
す
る
業
務
（
以
下
「
弁
済
業
務
」
と
い
う
。
）

う
。
）

２

宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

２

宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
社
員
で
あ
る
宅
地
建
物

う
こ
と
が
で
き
る
。

取
引
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
受
領
し
た
支
払
金
又
は

一

社
員
で
あ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
と
の
契
約
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業

預
り
金
の
返
還
債
務
そ
の
他
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
す
る
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
つ

者
が
受
領
し
た
支
払
金
又
は
預
り
金
の
返
還
債
務
そ
の
他
宅
地
建
物
取
引
業
に
関

た
場
合
に
お
い
て
そ
の
返
還
債
務
そ
の
他
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
す
る
債
務
を
連
帯

す
る
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
返
還
債
務
そ
の
他
宅
地
建

し
て
保
証
す
る
業
務
（
以
下
「
一
般
保
証
業
務
」
と
い
う
。
）
及
び
手
付
金
等
保
管

物
取
引
業
に
関
す
る
債
務
を
連
帯
し
て
保
証
す
る
業
務
（
第
六
十
四
条
の
十
七
に

事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
い
て
「
一
般
保
証
業
務
」
と
い
う
。
）

二

手
付
金
等
保
管
事
業

三

全
国
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
社
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人

に
よ
る
宅
地
建
物
取
引
士
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
助
成

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
弁
済
業
務
保
証
金
の
還
付
等
）

（
弁
済
業
務
保
証
金
の
還
付
等
）

第
六
十
四
条
の
八

宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
社
員
と
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し

第
六
十
四
条
の
八

宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
の
社
員
と
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し

取
引
を
し
た
者
（
社
員
と
そ
の
者
が
社
員
と
な
る
前
に
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取

取
引
を
し
た
者
（
社
員
と
そ
の
者
が
社
員
と
な
る
前
に
宅
地
建
物
取
引
業
に
関
し
取
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引
を
し
た
者
を
含
み
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の

引
を
し
た
者
を
含
む
。
）
は
、
そ
の
取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
関
し
、
当
該
社
員

取
引
に
よ
り
生
じ
た
債
権
に
関
し
、
当
該
社
員
が
社
員
で
な
い
と
し
た
な
ら
ば
そ
の

が
社
員
で
な
い
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
が
供
託
す
べ
き
第
二
十
五
条
第
二
項
の
政
令

者
が
供
託
す
べ
き
第
二
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
営
業
保
証
金
の
額
に
相
当

で
定
め
る
営
業
保
証
金
の
額
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
（
当
該
社
員
に
つ
い
て
、
す

す
る
額
の
範
囲
内
（
当
該
社
員
に
つ
い
て
、
既
に
次
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
額

で
に
次
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
額
が
あ
る
と
き
は
そ
の
額
を
控
除
し
、
第
六
十

が
あ
る
と
き
は
そ
の
額
を
控
除
し
、
第
六
十
四
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付

四
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
を
受
け
た
還
付
充
当
金
が
あ
る
と
き
は
そ
の

を
受
け
た
還
付
充
当
金
が
あ
る
と
き
は
そ
の
額
を
加
え
た
額
の
範
囲
内
）
に
お
い
て

額
を
加
え
た
額
の
範
囲
内
）
に
お
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
が
供
託

、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
が
供
託
し
た
弁
済
業
務
保
証
金
に
つ
い
て
、
当

し
た
弁
済
業
務
保
証
金
に
つ
い
て
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
に
つ
い
て
国

該
宅
地
建
物
取
引
業
保
証
協
会
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
弁
済
業
務
開

土
交
通
大
臣
の
指
定
す
る
弁
済
業
務
開
始
日
以
後
、
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る

始
日
以
後
、
弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
宅
地
建
物
取
引
業
者
を
社
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人
に
よ
る
体
系
的
な
研
修
の
実

（
新
設
）

施
）

第
七
十
五
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
を
直
接
又
は
間
接
の
社
員
と
す
る
一
般
社
団

法
人
は
、
宅
地
建
物
取
引
士
等
が
そ
の
職
務
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
能
力
を
効
果

的
か
つ
効
率
的
に
習
得
で
き
る
よ
う
、
法
令
、
金
融
そ
の
他
の
多
様
な
分
野
に
係
る

体
系
的
な
研
修
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
五
条
の
三
・
第
七
十
五
条
の
四

（
略
）

第
七
十
五
条
の
二
・
第
七
十
五
の
三

（
略
）

第
八
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

第
八
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

処
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）
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三

第
四
十
五
条
又
は
第
七
十
五
条
の
三
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
四
十
五
条
又
は
第
七
十
五
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三
の
二
～
七

（
略
）

三
の
二
～
七

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

別
表
（
第
十
七
条
の
五
関
係
）

別
表
（
第
十
七
条
の
五
関
係
）

科
目

講
師

科
目

講
師

一

こ
の
法
律
そ
の
他
関
係
法
令
に

一

弁
護
士

一

こ
の
法
律
そ
の
他
関
係
法
令
に

一

弁
護
士

関
す
る
科
目

二

宅
地
建
物
取
引
士
で
あ
つ
て
、
宅

関
す
る
科
目

二

取
引
主
任
者
で
あ
つ
て
、
取
引
主

二

宅
地
及
び
建
物
の
取
引
に
係
る

地
建
物
取
引
士
と
し
て
宅
地
建
物
取

二

宅
地
及
び
建
物
の
取
引
に
係
る

任
者
と
し
て
宅
地
建
物
取
引
業
に
従

紛
争
の
防
止
に
関
す
る
科
目

引
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

紛
争
の
防
止
に
関
す
る
科
目

事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

三

前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

三

前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

三

土
地
の
形
質
、
地
積
、
地
目
及

一

不
動
産
鑑
定
士

三

土
地
の
形
質
、
地
積
、
地
目
及

一

不
動
産
鑑
定
士

び
種
別
並
び
に
建
物
の
形
質
、
構

二

宅
地
建
物
取
引
士
で
あ
つ
て
、
宅

び
種
別
並
び
に
建
物
の
形
質
、
構

二

取
引
主
任
者
で
あ
つ
て
、
取
引
主

造
及
び
種
別
に
関
す
る
科
目

地
建
物
取
引
士
と
し
て
宅
地
建
物
取

造
及
び
種
別
に
関
す
る
科
目

任
者
と
し
て
宅
地
建
物
取
引
業
に
従

四

宅
地
及
び
建
物
の
需
給
に
関
す

引
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

四

宅
地
及
び
建
物
の
需
給
に
関
す

事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

る
科
目

三

前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

る
科
目

三

前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

五

宅
地
及
び
建
物
の
調
査
に
関
す

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

五

宅
地
及
び
建
物
の
調
査
に
関
す

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

る
科
目

る
科
目

六

宅
地
及
び
建
物
の
取
引
に
係
る

一

税
理
士

六

宅
地
及
び
建
物
の
取
引
に
係
る

一

税
理
士

税
務
に
関
す
る
科
目

二

宅
地
建
物
取
引
士
で
あ
つ
て
、
宅

税
務
に
関
す
る
科
目

二

取
引
主
任
者
で
あ
つ
て
、
取
引
主

地
建
物
取
引
士
と
し
て
宅
地
建
物
取

任
者
と
し
て
宅
地
建
物
取
引
業
に
従

引
業
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
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三

前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

三

前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
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